
２０２７年度 (ねんど)　英語 (えいご)エキスパート　採用 (さいよう)選考 (せんこう)募集 (ぼしゅう)要項 (ようこう)


	【選考 (せんこう)の目的 (もくてき)】
大阪府 (おおさかふ)教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)では、グローバルに対応 (たいおう)した英語 (えいご)教育 (きょういく)に取り組 (と く)む高等 (こうとう)学校 (がっこう)（中高 (ちゅうこう)一貫校 (いっかんこう)をむ）へエキスパート教員 (きょういん)を配置 (はいち)し、各校 (かくこう)の英語 (えいご)４技能 (ぎのう)に対応 (たいおう)した授業 (じゅぎょう)づくりと、授業 (じゅぎょう)を担 (にな)える教員 (きょういん)の育成 (いくせい)をすすめるため、英語 (えいご)エキスパート教員 (きょういん)の採用 (さいよう)選考 (せんこう)を実施 (じっし)します。
【エキスパート教員 (きょういん)の概要 (がいよう)】
○立 (りつ)高等学校 (こうとうがっこう)英語 (えいご)教員 (きょういん)(※)としてな言語 (げんご)活動 (かつどう)を含 (ふく)めた４技能 (ぎのう)統合型 (とうごうがた)授業 (じゅぎょう)を実施 (じっし)。
○作成 (さくせい)のスキルや指導 (しどう)のノウハウを他 (ほか)の英語科 (えいごか)教員 (きょういん)と共 (きょう)有 (ゆう)。
○掌 (しょう)業務 (ぎょうむ)やクラブ顧問 (こもん)など、教員 (きょういん)としての業務 (ぎょうむ)全般 (ぜんぱん)も担当 (たんとう)。
○の定め (さだ　　)のない教員 (きょういん)として任用 (にんよう)（定年 (ていねん)まで）。
○は、大学卒 (だいがくそつ)業者 (ぎょうしゃ)が月額 (げつがく)約 (やく)３１７，０００円 (えん)、修士 (しゅうし)課程 (かてい)修了者 (しゅうりょうしゃ)が月額 (げつがく)約 (やく)３２９，０００円 (えん)で、経歴 (けいれき)等 (など)に応じて (おう　　　　　)加算 (かさん)（これらのは、人事 (じんじ)委員会 (いいんかい)勧告 (かんこく)などを踏 (ふ)まえて変更 (へんこう)される場合 (ばあい)あり）。
○教員 (きょういん)免許 (めんきょ)の有無 (うむ)や国籍 (こくせき)は不問 (ふもん)。
※立 (りつ)高等学校 (こうとうがっこう)だけでなく、府立 (ふりつ)中学校 (ちゅうがっこう)に赴任 (ふにん)することもあります。
【める人物像 (じんぶつぞう)】
　　○を思 (おも)いやることができ、子 (こ)どもに積極的 (せっきょくてき)に心 (こころ)を開 (ひら)いていくことができる人 (ひと)
　　○い英語力 (えいごりょく)をもち、英語 (えいご)４技能 (ぎのう)の統合型 (とうごうがた)授業 (じゅぎょう)を実施 (じっし)するための専門的 (せんもんてき)知識 (ちしき)・実践的 (じっせんてき)指導力 (しどうりょく)を
備 (そな)えた人 (ひと)
　　○として必要 (ひつよう)なコミュニケーション能力 (のうりょく)（日本語 (にほんご)・）を備 (そな)え、まわりの人々 (ひとびと)と良好 (りょうこう)な
　　　人間 (にんげん)関係 (かんけい)を構築 (こうちく)することができる


１　期間 (きかん)・選考 (せんこう)日程 (にってい)
	出願 (しゅつがん)期間 (きかん)
	２０２６年 (ねん)　３　６日 (にち)（金 (きん)）午 (ご)前 (ぜん)１０００分 (ふん)から
２０２６年 (ねん)　５１５日 (にち)（金 (きん)）午後 (ごご)６００分 (ふん)まで

	選考 (せんこう)日 (び)
	【選考 (せんこう)】　２０２６　　６月 (がつ)  ６（土 (ど)）
【２次 (じ)選考 (せんこう)】　２０２６　　７月 (がつ)１８日 (にち)（土 (ど)）
２０２６　　７月 (がつ)１９日 (にち)（日 (にち)）
※選考 (せんこう)は、上記 (じょうき)日程 (にってい)のいずれか１日 (にち)を指定 (してい)します。
※多数 (たすう)の場合 (ばあい)や、自然 (しぜん)災害 (さいがい)等 (とう)により上記 (じょうき)日程 (にってい)での実施 (じっし)が困 (こん)難 (なん)である場合 (ばあい)には、他 (ほか)に選考 (せんこう)日 (び)を設 (もう)けることがあります。


※　日時 (にちじ)は、日本 (にほん)時間 (じかん)で表示 (ひょうじ)しています（海外 (かいがい)在住 (ざいじゅう)のはご注意 (　ちゅうい)ください。以下 (いか)、同 (おな)じ）。

２　募集 (ぼしゅう)人数 (にんずう)
５程度 (ていど)

３　職務 (しょくむ)内容 (ないよう)
大阪府 (おおさかふ)公立 (こうりつ)学校 (がっこう)教員 (きょういん)として、な言語 (げんご)活動 (かつどう)を含 (ふく)めた４技能 (ぎのう)統合型 (とうごうがた)授業 (じゅぎょう)を行 (おこな)うとともに、クラブ顧問 (こもん)や分掌 (ぶんしょう)業務 (ぎょうむ)など、教員 (きょういん)としての業務 (ぎょうむ)全般 (ぜんぱん)を担当 (たんとう)する。また、研究 (けんきゅう)授業 (じゅぎょう)や教科 (きょうか)会議 (かいぎ)などの機会 (きかい)を利用 (りよう)し、教材 (きょうざい)や指導 (しどう)のノウハウを配置校 (はいちこう)の英語 (えいご)教員 (きょういん)に普及 (ふきゅう)していくとともに、公開 (こうかい)授業 (じゅぎょう)などの機会 (きかい)を通 (つう)じて、他校 (たこう)にも指導 (しどう)実践 (じっせん)を発信 (はっしん)する。

４　受験 (じゅけん)資格 (しかく)
１９６５年 (ねん)４月 (　　がつ)２日 (　　にち)以降 (いこう)に生 (う)まれた方 (かた)で、次 (つぎ)の①から④の要件 (ようけん)をすべて満 (み)たしていること。
なお、免許状 (めんきょじょう)の有無 (うむ)や国籍 (こくせき)は問 (と)いません。
1 学歴 (がくれき)について、のａからｃのいずれか１つを満 (み)たしていること
（ａ）が第 (だい)一言語 (いちげんご)、又 (また)は公用語 (こうようご)とする国 (くに)において、大学 (だいがく)又 (また)は大学院 (だいがくいん)（短期 (たんき)大学 (だいがく)をく。）を（修了 (しゅうりょう)）し、学士 (がくし)以上 (いじょう)の学位 (がくい)を取得 (しゅとく)していること。
（ｂ）ＴＥＳＯＬ「英語 (えいご)教授法 (きょうじゅほう)」の資格 (しかく)（※）をし、大学 (だいがく)又 (また)は大学院 (だいがくいん)（短期 (たんき)大学 (だいがく)をく。）を（修了 (しゅうりょう)）し、学士 (がくし)以上 (いじょう)の学位 (がくい)を取得 (しゅとく)していること。
※ 英語 (えいご)教授法 (きょうじゅほう)に関 (かん)する資格 (しかく)とは、次 (つぎ)のものをいいます。
	　　　ＴＥＳＯＬ、ＴＥＦＬ、ＴＥＳＬ、ＣＥＬＴＡ、ＤＥＬＴＡ
（注 (ちゅう)）出願 (しゅつがん)時 (じ)に、英語 (えいご)教授法 (きょうじゅほう)の資格 (しかく)を証 (しょう)する書類 (しょるい)の写 (うつ)しの提 (てい)出 (しゅつ)が必要 (ひつよう)です。詳 (くわ)しくは、Ｐ.５の「６　受験 (じゅけん)資格 (しかく)にかかるの提出 (ていしゅつ)について」をご覧 (らん)ください。
（ｃ）ＣＥＦＲ Ｃ１相当 (そうとう)の英語力 (えいごりょく)（※）をし、大学 (だいがく)又 (また)は大学院 (だいがくいん)（短期 (たんき)大学 (だいがく)をく。）を（修了 (しゅうりょう)）し、学士 (がくし)以上 (いじょう)の学位 (がくい)を取得 (しゅとく)していること。
※ ＣＥＦＲ Ｃ１の英語力 (えいごりょく)とは、次 (つぎ)のものをいいます。ただし、実用 (じつよう)英語 (えいご)技能 (ぎのう)検定 (けんてい)以外 (いがい)については、２０２６年 (ねん)１２月 (がつ)までに受験 (じゅけん)したスコアに限 (かぎ)ります。
・英語 (えいご)技能 (ぎのう)検定 (けんてい)　１級 (きゅう)
・TOEFL iBT　スコア95点 (てん)以上 (いじょう)
・ケンブリッジ英語 (えいご)検定 (けんてい)　スコア180以上 (いじょう)
・IELTS（アカデミック・モジュール／オーバーオール・バンド・スコア）　スコア7.０以上 (いじょう)
・GTEC CBT　スコア1350点 (てん)以上 (いじょう)
・TEAP　　　 スコア　375点 (てん)以上 (いじょう)
・TEAP CBT  スコア　800点 (てん)以上 (いじょう)
・TOEIC　L&R/TOEIC S&W　スコア1845点 (てん)以上 (いじょう)
（注 (ちゅう)）出願 (しゅつがん)時 (じ)に、各種 (かくしゅ)英語 (えいご)試験 (しけん)のスコア証明書 (しょうめいしょ)の提 (てい)出 (しゅつ)が必要 (ひつよう)です。詳 (くわ)しくは、Ｐ.５の「６　受験 (じゅけん)資格 (しかく)にかかる書類 (しょるい)の提出 (ていしゅつ)について」をご覧 (らん)ください。

2 ２０２７年 (ねん)３月 (がつ)３１日 (にち)までに、次 (つぎ)のａからｄの教育 (きょういく)関連 (かんれん)機関 (きかん)での勤務 (きんむ)経験 (けいけん)が通算 (つうさん)３年 (　　ねん)以上 (いじょう)（実 (じつ)勤務 (きんむ)月数 (つきすう)として３６月 (つき)以上 (いじょう)。休職 (きゅうしょく)期間 (きかん)は含 (ふく)まない。）であること。なお、いずれも週 (しゅう)１０時間 (じかん)以上 (いじょう)、英語 (えいご)の指導 (しどう)をしたものに限 (かぎ)る。
（ａ）学校 (がっこう)教育法 (きょういくほう)第 (だい)１条 (じょう)に規定 (きてい)する小学校 (しょうがっこう)、中学校 (ちゅうがっこう)、義務 (ぎむ)教育 (きょういく)学校 (がっこう)、中等 (ちゅうとう)教育 (きょういく)学校 (がっこう)、高等 (こうとう)
学校 (がっこう)、特別 (とくべつ)支援 (しえん)学校 (がっこう)（講師 (こうし)、外国語 (がいこくご)指導 (しどう)助手 (じょしゅ)等 (とう)。）
（ｂ）学校 (がっこう)教育法 (きょういくほう)第 (だい)１条 (じょう)に規定 (きてい)する大学 (だいがく)（助教 (じょきょう)、助手 (じょしゅ)、講師 (こうし)等 (とう)）
（ｃ）企業 (きぎょう)（語学 (ごがく)学校 (がっこう)を含 (ふく)む。小学生 (しょうがくせい)、中学生 (ちゅうがくせい)、高校生 (こうこうせい)、大学生 (だいがくせい)もしくは社会人 (しゃかいじん)に英語 (えいご)を指導 (しどう)したものに限 (かぎ)る。）
（ｄ）日本 (にほん)以外 (いがい)の国 (くに)にある教育 (きょういく)施設 (しせつ)（※）
　※ 英語 (えいご)を第 (だい)一言語 (いちげんご)、若 (も)しくは公用語 (こうようご)とする国 (くに)、又 (また)はその他 (た)の国 (くに)の小学校 (しょうがっこう)、中学校 (ちゅうがっこう)、高等 (こうとう)学校 (がっこう)、大学 (だいがく)、特別 (とくべつ)支援 (しえん)学校 (がっこう)、語 (ご)学 (がく)学校 (がっこう)の勤務 (きんむ)経験 (けいけん)を対象 (たいしょう)とする（小学生 (しょうがくせい)以上 (いじょう)に英語 (えいご)を指導 (しどう)したものに限 (かぎ)る。）。
【②の例 (れい)】
例 (れい)１）高等 (こうとう)学校 (がっこう)で外国語 (がいこくご)指導 (しどう)助手 (じょしゅ)として３年 (　　ねん)勤務 (きんむ)。
例 (れい)２）高等 (こうとう)学校 (がっこう)で外国語 (がいこくご)指導 (しどう)助手 (じょしゅ)として１年 (ねん)勤務 (きんむ)、大学 (だいがく)の外国語 (がいこくご)教科 (きょうか)の助手 (じょしゅ)として２年 (ねん)。あわせて通算 (つうさん)３年 (　　ねん)勤務 (きんむ)。





（注 (ちゅう)）各種 (かくしゅ)勤務 (きんむ)経験 (けいけん)に関 (かん)する在職 (ざいしょく)証明書 (しょうめいしょ)（職種 (しょくしゅ)、業務 (ぎょうむ)内容 (ないよう)、勤務 (きんむ)期間 (きかん)、週 (しゅう)当たり (あ　　)の英語 (えいご)の指導 (しどう)を行 (おこな)った時 (じ)間数 (かんすう)の記載 (きさい)があるもの。）原本 (げんぽん)の提出 (ていしゅつ)が必要 (ひつよう)です。ただし、大阪府 (おおさかふ)教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)での任用 (にんよう)に関 (かん)する在職 (ざいしょく)証明書 (しょうめいしょ)の提 (てい)出 (しゅつ)は不要 (ふよう)です。詳 (くわ)しくは、Ｐ.６の「６　受験 (じゅけん)資格 (しかく)にかかる書類 (しょるい)の提出 (ていしゅつ)について」をご覧 (らん)ください。

3 地方 (ちほう)公務員法 (こうむいんほう)第 (だい)１６条 (じょう)、学校 (がっこう)教育法 (きょういくほう)第 (だい)９条 (じょう)（※）及び (およ　　)教育 (きょういく)職員 (しょくいん)免許法 (めんきょほう)第 (だい)５条 (じょう)第１項 (だい　　こう)の各号 (かくごう)に該当 (がいとう)しないこと。
※１　学校教育法 (がっこうきょういくほう)第 (だい)９条 (じょう)に定 (さだ)める教員 (きょういん)等 (とう)の欠格 (けっかく)事由 (じゆう)の一 (ひと)つである「拘禁刑 (こうきんけい)以上 (いじょう)の刑 (けい)に処 (しょ)された者 (もの)」には、以下 (いか)の期間 (きかん)にある者 (もの)も含 (ふく)みます。
・拘禁刑 (こうきんけい)以上 (いじょう)の刑 (けい)に付 (ふ)された執行 (しっこう)猶予 (ゆうよ)の期間 (きかん)
・拘禁刑 (こうきんけい)以上 (いじょう)の刑 (けい)の執行 (しっこう)を終 (お)わり又 (また)はその執行 (しっこう)の免除 (めんじょ)を得 (え)たときから、罰金 (ばっきん)以上 (いじょう)の刑 (けい)に処 (しょ)されることなく１０年間 (ねんかん)を経過 (けいか)するまでの間 (あいだ)
※２ 刑法 (けいほう)等 (とう)の一部 (いちぶ)を改正 (かいせい)する法律 (ほうりつ)（令和 (れいわ)４年 (ねん)法律 (ほうりつ)第 (だい)６７号 (ごう)）及び (および)刑法 (けいほう)等 (とう)の一部 (いちぶ)を改正 (かいせい)する法律 (ほうりつ)の施行 (しこう)に伴 (ともな)う関係 (かんけい)法律 (ほうりつ)の整理 (せいり)等 (とう)に関 (かん)する法律 (ほうりつ)（令和 (れいわ)４年 (ねん)法律 (ほうりつ)第 (だい)６８号 (ごう)）の施行前 (しこうまえ)にした行為 (こうい)に対 (たい)して、禁錮 (きんこ)以上 (いじょう)の刑 (けい)に処 (しょ)せられ（※１と同様 (どうよう)、「禁錮 (きんこ)以上 (いじょう)の刑 (けい)に処 (しょ)せられた者 (もの)」に含 (ふく)まれるとされる場合 (ばあい)も含 (ふく)まれます。）、その執行 (しっこう)を終 (お)わるまで又 (また)はその執行 (しっこう)を受 (う)けることがなくなるまでの者 (もの)は、拘禁刑 (こうきんけい)以上 (いじょう)の刑 (けい)が定 (さだ)められている罪 (つみ)につき刑 (けい)に処 (しょ)せられ、その執行 (しっこう)を終 (お)わるまで又 (また)はその執行 (しっこう)を受 (う)けることがなくなるまでの者 (もの)とみなされます。
（注 (ちゅう)）高等 (こうとう)学校 (がっこう)教諭 (きょうゆ)免許状 (めんきょじょう)「外国語 (がいこくご)（英語 (えいご)）」をお持ち (も　)でない方 (かた)も受験 (じゅけん)できます。ただし、採用 (さいよう)にあたっては、特別 (とくべつ)免許状 (めんきょじょう)の取得 (しゅとく)が条件 (じょうけん)となります。詳 (くわ)しくはＰ.９「１２　特別 (とくべつ)免許状 (めんきょじょう)の取得 (しゅとく)に係る (かか　　)手続き (てつづ　　)等 (とう)」及びＰ.１１「１４　採用 (さいよう)」をご覧 (らん)ください。


4 １９９９年 (ねん)改正前 (かいせいまえ)の民法 (みんぽう)の規定 (きてい)による準 (じゅん)禁 (きん)治 (ち)産 (さん)の宣告 (せんこく)を受 (う)けている者 (もの)（心身 (しんしん)耗弱 (もうじゃく)を原因 (げんいん)とするもの以外 (いがい)）に該当 (がいとう)しないこと。

5 ２０２６年 (ねん)１２月 (がつ)２５日 (にち)施行 (しこう)予定 (よてい)の学 (がっ)校 (こう)設置者 (せっちしゃ)等 (など)及 (およ)び民間 (みんかん)教育 (きょういく)保育 (ほいく)等事 (とうじ)業者 (ぎょうしゃ)による児童 (じどう)対象性 (たいしょうせい)暴力 (ぼうりょく)等 (とう)の防止 (ぼうし)等 (とう)のための措置 (そち)に関 (かん)する法律 (ほうりつ)（２０２４年 (ねん)法律 (ほうりつ)第 (だい)６９号 (ごう)）第 (だい)２条 (じょう)第 (だい)８項 (こう)に規定 (きてい)する特定性 (とくていせい)犯罪 (はんざい)事実 (じじつ)該当者 (がいとうしゃ)ではないこと。
	【参考 (さんこう)】※2026年 (ねん)2月 (がつ)28日 (にち)現在 (げんざい)
地方 (ちほう)公務員法 (こうむいんほう)
第 (だい)16条 (じょう)　次 (つぎ)の各号 (かくごう)のいずれかに該当 (がいとう)する者 (もの)は、条例 (じょうれい)で定める (さだ　　　)場合 (ばあい)を除く (のぞ　　)ほか、職員 (しょくいん)となり、又 (また)は競争 (きょうそう)試験 (しけん)若しく (も　　)は選考 (せんこう)を受けることができない。 
一　拘禁刑 (こうきんけい)以上 (いじょう)の刑 (けい)に処 (しょ)せられ、その執行 (しっこう)を終わる (お　　)まで又 (また)はその執行 (しっこう)を受ける (う　　　)ことがなくなるまでの者 (もの) 
二　当該 (とうがい)地方 (ちほう)公共 (こうきょう)団体 (だんたい)において懲戒 (ちょうかい)免職 (めんしょく)の処分 (しょぶん)を受け (う　)、当該 (とうがい)処分 (しょぶん)の日 (ひ)から２年 (ねん)を経過 (けいか)しない者 (もの) 
三　人事 (じんじ)委員会 (いいんかい)又 (また)は公平 (こうへい)委員会 (いいんかい)の委員 (いいん)の職 (しょく)にあつて、第 (だい)60条 (じょう)から第 (だい)63条 (じょう)までに規定 (きてい)する罪 (つみ)を犯し刑 (おか　　けい)に処せられた (しょ　　　　　　　　)者 (もの) 
四　日本 (にっぽん)国 (こく)憲法 (けんぽう)施行 (しこう)の日 (ひ)以後 (いご)において、日本 (にほん)国 (こく)憲法 (けんぽう)又 (また)はその下 (もと)に成立 (せいりつ)した政府 (せいふ)を暴力 (ぼうりょく)で破壊 (はかい)することを主張 (しゅちょう)する政党 (せいとう)その他 (　　た)の団体 (だんたい)を結成 (けっせい)し、又 (また)はこれに加入 (かにゅう)した者 (もの)

学校 (がっこう)教育法 (きょういくほう)
第 (だい)９条 (じょう)　次 (つぎ)の各号 (かくごう)のいずれかに該当 (がいとう)する者 (もの)は、校長 (こうちょう)又 (また)は教員 (きょういん)となることができない。 
一　拘禁刑 (こうきんけい)以上 (いじょう)の刑 (けい)に処せられた (しょ　　　　　　　　)者 (もの) 
二　教育 (きょういく)職員 (しょくいん)免許法 (めんきょほう)第 (だい)10条 (じょう)第 (だい)１項 (こう)第 (だい)２号 (ごう)又 (また)は第 (だい)３号 (ごう)に該当 (がいとう)することにより免許状 (めんきょじょう)がその効力 (こうりょく)を失い (うしな　　　)、当該 (とうがい)失効 (しっこう)の日 (ひ)から３年 (ねん)を経過 (けいか)しない者 (もの) 
三　教育 (きょういく)職員 (しょくいん)免許法 (めんきょほう)第 (だい)11条 (じょう)第 (だい)１項 (こう)から第 (だい)３項 (こう)までの規定 (きてい)により免許状 (めんきょじょう)取上げ (とりあ　　)の処分 (しょぶん)を受け (う　)、３年 (ねん)を経過 (けいか)しない者 (もの) 
四　日本 (にっぽん)国 (こく)憲法 (けんぽう)施行 (しこう)の日 (ひ)以後 (いご)において、日本 (にほん)国 (こく)憲法 (けんぽう)又 (また)はその下 (もと)に成立 (せいりつ)した政府 (せいふ)を暴力 (ぼうりょく)で破壊 (はかい)することを主張 (しゅちょう)する政党 (せいとう)その他 (　　た)の団体 (だんたい)を結成 (けっせい)し、又 (また)はこれに加入 (かにゅう)した者 (もの)

教育 (きょういく)職員 (しょくいん)免許法 (めんきょほう)
第 (だい)５条 (じょう)　普通 (ふつう)免許状 (めんきょじょう)は、別表 (べっぴょう)第 (だい)１、別表 (べっぴょう)第 (だい)２若 (も)しくは別表 (べっぴょう)第 (だい)２の２に定める (さだ　　　　)基礎 (きそ)資格 (しかく)を有 (ゆう)し、かつ、大学 (だいがく)若しく (も　　)は文部 (もんぶ)科学 (かがく)大臣 (だいじん)の指定 (してい)する養護 (ようご)教諭 (きょうゆ)養成 (ようせい)機関 (きかん)において別表 (べっぴょう)第 (だい)１、別表 (べっぴょう)第 (だい)２若 (も)しくは別表 (べっぴょう)第 (だい)２の２に定める単位 (たんい)を修得 (しゅうとく)した者 (もの)又 (また)はその免許状 (めんきょじょう)を授与 (じゅよ)するため行う (おこな　　)教育 (きょういく)職員 (しょくいん)検定 (けんてい)に合格 (ごうかく)した者 (もの)に授与 (じゅよ)する。ただし、次 (つぎ)の各号 (かくごう)のいずれかに該当 (がいとう)する者 (もの)には、授与 (じゅよ)しない。 
一　１８歳 (さい)未満 (みまん)の者 (もの) 
二　高等 (こうとう)学校 (がっこう)を卒業 (そつぎょう)しない者 (もの)（通常 (つうじょう)の課程 (かてい)以外 (いがい)の課程 (かてい)におけるこれに相当 (そうとう)するものを修了 (しゅうりょう)しない者 (もの)を含む (ふく　　)。）。ただし、文部 (もんぶ)科学 (かがく)大臣 (だいじん)において高等 (こうとう)学校 (がっこう)を卒業 (そつぎょう)した者 (もの)と同等 (どうとう)以上 (いじょう)の資格 (しかく)を有する (ゆう　　　　)と認めた (みと　　　　)者 (もの)を除 (のぞ)く。 
三　拘禁刑 (こうきんけい)以上 (いじょう)の刑 (けい)に処せられた (しょ　　　　　　　　)者 (もの) 
四　第 (だい)10条 (じょう)第 (だい)１項 (こう)第 (だい)２号 (ごう)又 (また)は第 (だい)３号 (ごう)に該当 (がいとう)することにより免許状 (めんきょじょう)がその効力 (こうりょく)を失い (うしな　　)、当該 (とうがい)失効 (しっこう)の日 (ひ)から３年 (ねん)を経過 (けいか)しない者 (もの) 
五　第 (だい)11条 (じょう)第 (だい)１項 (こう)から第 (だい)３項 (こう)までの規定 (きてい)により免許状 (めんきょじょう)取上げ (とりあ　　)の処分 (しょぶん)を受け (う　)、当該 (とうがい)処分 (しょぶん)の日 (ひ)から３年を経過 (けいか)しない者 (もの) 
六　日本 (にほん)国 (こく)憲法 (けんぽう)施行 (しこう)の日 (ひ)以後 (いご)において、日本 (にほん)国 (こく)憲法 (けんぽう)又 (また)はその下 (もと)に成立 (せいりつ)した政府 (せいふ)を暴力 (ぼうりょく)で破壊 (はかい)することを主張 (しゅちょう)する政党 (せいとう)その他 (　　た)の団体 (だんたい)を結成 (けっせい)し、又 (また)はこれに加入 (かにゅう)した者 (もの)
地方 (ちほう)公務員法 (こうむいんほう)　附則 (ふそく)（1999年 (ねん)12月 (がつ)8日 (にち)法 (ほう)律 (りつ)第 (だい)151号 (ごう)）
第 (だい)３条 (じょう)　民法 (みんぽう)の一部 (いちぶ)を改正 (かいせい)する法律 (ほうりつ)（1999年 (ねん)法 (ほう)律 (りつ)第 (だい)149号 (ごう)）附 (ふ)則 (そく)第 (だい)３条 (じょう)第 (だい)３項 (こう)の規 (き)定 (てい)により従前 (じゅうぜん)の例 (れい)によることとされる準禁治産者 (じゅんきんちさんしゃ)及 (およ)びその保 (ほ)佐 (さ)人 (にん)に関 (かん)するこの法 (ほう)律 (りつ)による改正 (かいせい)規定 (きてい)の適用 (てきよう)については、次 (つぎ)に掲 (かか)げる改 (かい)正 (せい)規 (き)定 (てい)を除 (のぞ)き、なお従 (じゅう)前 (ぜん)の例 (れい)による。

学校 (がっこう)教育法 (きょういくほう)　附則 (ふそく)（1999年 (ねん)12月 (がつ)8日 (にち)法 (ほう)律 (りつ)第 (だい)151号 (ごう)）
第 (だい)３条 (じょう)　民法 (みんぽう)の一部 (いちぶ)を改正 (かいせい)する法律 (ほうりつ)（1999年 (ねん)法 (ほう)律 (りつ)第 (だい)149号 (ごう)）附 (ふ)則 (そく)第 (だい)３条 (じょう)第 (だい)３項 (こう)の規 (き)定 (てい)により従前 (じゅうぜん)の例 (れい)によることとされる準禁治産者 (じゅんきんちさんしゃ)及 (およ)びその保 (ほ)佐 (さ)人 (にん)に関 (かん)するこの法 (ほう)律 (りつ)による改正 (かいせい)規定 (きてい)の適用 (てきよう)については、次 (つぎ)に掲 (かか)げる改 (かい)正 (せい)規 (き)定 (てい)を除 (のぞ)き、なお従 (じゅう)前 (ぜん)の例 (れい)による。　

民法 (みんぽう)の一部 (いちぶ)を改正 (かいせい)する法律 (ほうりつ)　附則 (ふそく)（1999年 (ねん)法律 (ほうりつ)第 (だい)149号 (ごう)）
第 (だい)３条 (じょう)　旧法 (きゅうほう)の規定 (きてい)による禁治産 (きんちさん)の宣告 (せんこく)は新法 (しんぽう)の規定 (きてい)による後見 (こうけん)開始 (かいし)の審判 (しんぱん)と、当該 (とうがい)禁治産 (きんちさん)の宣告 (せんこく)を受 (う)けた禁治産者 (きんちさんしゃ)並 (なら)びにその後 (こう)見 (けん)人 (にん)及 (およ)び後 (こう)見 (けん)監 (かん)督 (とく)人 (にん)は、当該 (とうがい)後見 (こうけん)開始 (かいし)の審 (しん)判 (ぱん)を受 (う)けた成 (せい)年 (ねん)被 (ひ)後 (こう)見 (けん)人 (にん)並 (なら)びにその成 (せい)年 (ねん)後見人 (こうけんにん)及 (およ)び成 (せい)年 (ねん)後見 (こうけん)監督人 (かんとくにん)とみなす。
２　旧法 (きゅうほう)の規定 (きてい)による心神 (しんしん)耗弱 (こうじゃく)を原因 (げんいん)とする準禁治産 (じゅんきんちさん)の宣告 (せんこく)は新法 (しんぽう)の規定 (きてい)による保 (ほ)佐 (さ)開始 (かいし)の審判 (しんぱん)と、当該 (とうがい)準禁治産 (じゅんきんちさん)の宣告 (せんこく)を受 (う)けた準禁治産者 (じゅんきんちさんしゃ)及 (およ)びその保 (ほ)佐人 (さにん)は当該 (とうがい)保 (ほ)佐 (さ)開始 (かいし)の審判 (しんぱん)を受 (う)けた被 (ひ)保 (ほ)佐人 (さにん)及 (およ)びその保 (ほ)佐人 (さにん)とみなす。
３　前項 (ぜんこう)に規定 (きてい)する準禁治産者 (じゅんきんちさんしゃ)以外 (いがい)の準禁治産者 (じゅんきんちさんしゃ)及 (およ)びその保 (ほ)佐人 (さにん)に関 (かん)する民法 (みんぽう)の規定 (きてい)の適用 (てきよう)については、第 (だい)846条 (じょう)、第 (だい)974条 (じょう)及 (およ)び第 (だい)1009条 (じょう)の改 (かい)正 (せい)規 (き)定 (てい)を除 (のぞ)き、なお従 (じゅう)前 (ぜん)の例 (れい)による。

学校 (がっこう)設置者 (せっちしゃ)等 (など)及 (およ)び民間 (みんかん)教育 (きょういく)保育 (ほいく)等事 (とうじ)業者 (ぎょうしゃ)による児童 (じどう)対象性 (たいしょうせい)暴力 (ぼうりょく)等 (とう)の防止 (ぼうし)等 (とう)のための措置 (そち)に関 (かん)する法律 (ほうりつ)
第 (だい)２条 (じょう)　（略 (りゃく)）
８　この法律 (ほうりつ)において「特定性 (とくていせい)犯罪 (はんざい)事実 (じじつ)該当者 (がいとうしゃ)」とは、次 (つぎ)の各号 (かくごう)のいずれかに該当 (がいとう)する者 (もの)をいう。
（１）特定性 (とくていせい)犯罪 (はんざい)について拘禁刑 (こうきんけい)を言 (い)い渡 (わた)す裁判 (さいばん)が確定 (かくてい)した者 (もの)（その刑 (けい)の全部 (ぜんぶ)の執行 (しっこう)猶予 (ゆうよ)の言渡 (いいわた)しを受 (う)けた者 (しゃ)（当該 (とうがい)執行 (しっこう)猶予 (ゆうよ)の言渡 (いいわた)しが取 (と)り消 (け)された者 (もの)を除 (のぞ)く。次号 (じごう)において「執行 (しっこう)猶予者 (ゆうよしゃ)」という。）を除 (のぞ)く。）であって、その刑 (けい)の執行 (しっこう)を終 (お)わり、又 (また)は執行 (しっこう)を受 (う)けることがなくなった日 (ひ)から起算 (きさん)して20年 (ねん)を経過 (けいか)しないもの
（２）特定性 (とくていせい)犯罪 (はんざい)について拘禁刑 (こうきんけい)を言 (い)い渡 (わた)す裁判 (さいばん)が確定 (かくてい)した者 (もの)のうち執行 (しっこう)猶予者 (ゆうよしゃ)であって、当該 (とうがい)裁判 (さいばん)が確定 (かくてい)した日 (ひ)から起算 (きさん)して10年 (ねん)を経過 (けいか)しないもの
（３）特定性 (とくていせい)犯罪 (はんざい)について罰金 (ばっきん)を言 (い)い渡 (わた)す裁判 (さいばん)が確定 (かくてい)した者 (もの)であって、その刑 (けい)の執行 (しっこう)を終 (お)わり、又 (また)は執行 (しっこう)を受 (う)けることがなくなった日 (ひ)から起算 (きさん)して10年 (ねん)を経過 (けいか)しないもの








５　加点 (かてん)要件 (ようけん)
英語 (えいご)教授法 (きょうじゅほう)に関 (かん)する資格 (しかく)を持 (も)っている場合 (ばあい)は、資格 (しかく)を証 (しょう)する書類 (しょるい)の写 (うつ)しの提出 (ていしゅつ)により、合計得点 (ごうけいとくてん)に加点 (かてん)をします（※）。
※第 (だい)１次選考 (じせんこう)において加点 (かてん)します。また、第 (だい)２次選考 (じせんこう)は、その加点 (かてん)された第 (だい)１次選考 (じせんこう)の点数 (てんすう)と第 (だい)２次選考 (じせんこう)の点数 (てんすう)の合計点 (ごうけいてん)で判定 (はんてい)します。

６　受験 (じゅけん)資格 (しかく)等 (とう)にかかる書類 (しょるい)の提出 (ていしゅつ)について
　次 (つぎ)の①から③の書類 (しょるい)を指定 (してい)する期限 (きげん)までに、必 (かなら)ず提出 (ていしゅつ)してください。書類 (しょるい)の提 (てい)出 (しゅつ)がなかった場合 (ばあい)、受験 (じゅけん)資格 (しかく)、加点 (かてん)、並 (なら)びに選考 (せんこう)を受験 (じゅけん)し得 (え)た一切 (いっさい)の資格 (しかく)を失 (うしな)います。

①　４ 受験 (じゅけん)資格 (しかく)①の（ｂ）英語 (えいご)教授法 (きょうじゅほう)に関 (かん)する資格 (しかく)、又 (また)は（ｃ）ＣＥＦＲ　Ｃ１相当 (そうとう)の英語力 (えいごりょく)に関 (かん)する証明 (しょうめい)書類 (しょるい)の写 (うつ)し　＜該当者 (がいとうしゃ)のみ＞
⇒出願 (しゅつがん)期間 (きかん)内 (ない)に、電子 (でんし)申請 (しんせい)又 (また)は郵送 (ゆうそう)にて提 (てい)出 (しゅつ)してください。
・（ｂ）は出願 (しゅつがん)書類 (しょるい)とあわせて「英語 (えいご)教授法 (きょうじゅほう)の資格 (しかく)を証 (しょう)する書類 (しょるい)」の写 (うつ)しを提 (てい)出 (しゅつ)してください。出願 (しゅつがん)期間 (きかん)までに取得 (しゅとく)したものに限 (かぎ)ります。
・(ｃ)は出願 (しゅつがん)書類 (しょるい)とあわせて「各種 (かくしゅ)英語 (えいご)試験 (しけん)のスコア証明書 (しょうめいしょ)（スコア証明書 (しょうめいしょ)を表示 (ひょうじ)したインターネットの画面 (がめん)のコピーでも可 (か)）」の写 (うつ)しを提 (てい)出 (しゅつ)してください。（※）
※ 実用 (じつよう)英語 (えいご)技能 (ぎのう)検定 (けんてい)以外 (いがい)については、２０２６年 (ねん)１２月 (がつ)までに受験 (じゅけん)したスコアに限 (かぎ)ります。
・出願 (しゅつがん)時 (じ)にスコアの証明書 (しょうめいしょ)が入手 (にゅうしゅ)できない場合 (ばあい)は、その旨 (むね)を事前 (じぜん)にご連絡 (れんらく)いただき、スコア証明書 (しょうめいしょ)の入手後 (にゅうしゅご)、すみやかに提出 (ていしゅつ)してください。

②　各種 (かくしゅ)勤務 (きんむ)経験 (けいけん)に関 (かん)する在職 (ざいしょく)証明書 (しょうめいしょ)（職種 (しょくしゅ)、業務 (ぎょうむ)内容 (ないよう)、勤務 (きんむ)期間 (きかん)、週 (しゅう)当たり (あ　　)の英語 (えいご)の指導 (しどう)を行 (おこな)った時 (じ)間数 (かんすう)の記載 (きさい)があるもの。）の原本 (げんぽん)　＜全員 (ぜんいん)＞
⇒第 (だい)２次 (じ)選考 (せんこう)試験 (しけん)当日 (とうじつ)までに、郵送 (ゆうそう)で必 (かなら)ず提 (てい)出 (しゅつ)してください。
（注 (ちゅう)）大阪府 (おおさかふ)教育 (きょういく)委員会 (いいんかい)での任用 (にんよう)に関 (かん)する在職 (ざいしょく)証明書 (しょうめいしょ)の提 (てい)出 (しゅつ)は不要 (ふよう)です。

③　英語 (えいご)教授法 (きょうじゅほう)に関 (かん)する資格 (しかく)を対象 (たいしょう)とした加点 (かてん)に係 (かか)る資格 (しかく)を証 (しょう)する書 (しょ)の写 (うつ)し　＜該当者 (がいとうしゃ)のみ＞
⇒出願 (しゅつがん)期間内 (きかんない)に電子 (でんし)申請 (しんせい)又 (また)は郵送 (ゆうそう)にて提出 (ていしゅつ)してください。（出願期間 (しゅつがんきかん)までに取得 (しゅとく)したものに限 (かぎ)ります。）

７　選考 (せんこう)方法 (ほうほう)
【１次 (じ)選考 (せんこう)】
○書類 (しょるい)選考 (せんこう)（受験 (じゅけん)資格 (しかく)：Ｐ.２「４　受験 (じゅけん)資格 (しかく)」を参照 (さんしょう)してください。）
○指 (し)導 (どう)案 (あん)作成 (さくせい)（使用 (しよう)言語 (げんご)： 英語 (えいご)）
　　〔選考 (せんこう)の内容 (ないよう)〕
　　　・提示 (ていじ)される教材 (きょうざい)を基 (もと)に、１時間分 (じかんぶん)の指導案 (しどうあん)を作成 (さくせい)する。
・単元 (たんげん)の目標 (もくひょう)や指導 (しどう)計画 (けいかく)があらかじめ書 (か)かれた指導 (しどう)案 (あん)に、指導 (しどう)計画 (けいかく)の中 (なか)から任意 (にんい)の１時間分 (じかんぶん)を選 (えら)んで、「本時 (ほんじ)の指導 (しどう)」の箇所 (かしょ)を手書 (てが)きで記入 (きにゅう)する。

〔主 (おも)な評価 (ひょうか)の観点 (かんてん)〕
　・与 (あた)えられた単元 (たんげん)の目標 (もくひょう)を達成 (たっせい)するための具体的 (ぐたいてき)な授業 (じゅぎょう)内容 (ないよう)になっているか。
・生徒 (せいと)の活動 (かつどう)と教師 (きょうし)の活動 (かつどう)が具体的 (ぐたいてき)に書 (か)かれているか。
・講義 (こうぎ)形式 (けいしき)・ペア学習 (がくしゅう)・グループ学習 (がくしゅう)などの複数 (ふくすう)の授業 (じゅぎょう)スタイルを取り入 (と　い)れているか。
・導入 (どうにゅう)・展開 (てんかい)・まとめの時間 (じかん)配分 (はいぶん)が適切 (てきせつ)か。
・英語 (えいご)エキスパート教員 (きょういん)としてふさわしい英語力 (えいごりょく)、指導 (しどう)方法 (ほうほう)に関 (かん)する知識 (ちしき)（専門性 (せんもんせい)）を備 (そな)えているか。

【２次 (じ)選考 (せんこう)】
○面接 (めんせつ)・模擬 (もぎ)授業 (じゅぎょう)等 (とう)による選考 (せんこう)
ア　個人 (こじん)面接 (めんせつ)（使用 (しよう)言語 (げんご)：日本語 (にほんご)）
　　　　〔主 (おも)な評価 (ひょうか)の観点 (かんてん)〕
・教員 (きょういん)として必要 (ひつよう)な日本語 (にほんご)能力 (のうりょく)（聞 (き)く・話 (はな)す）を備 (そな)えているか。
・社会人 (しゃかいじん)としての望ましい (のぞ　　　　　)態度 (たいど)であるか。
・望ましい (のぞ　　　　　)対人 (たいじん)関係 (かんけい)を築ける (きず　　　　)資質 (ししつ)を備 (そな)えているか。
・学校 (がっこう)教育 (きょういく)を取り巻く (　と　　　ま　　　)状況 (じょうきょう)や課題 (かだい)を理解 (りかい)しているか。
・英語 (えいご)エキスパート教員 (きょういん)に期待 (きたい)される役割 (やくわり)を理解 (りかい)しているか。
イ　模擬 (もぎ)授業 (じゅぎょう)（使用 (しよう)言語 (げんご)：英語 (えいご)）
	　１次 (じ)選考 (せんこう)で作成 (さくせい)した指導 (しどう)案 (あん)を基 (もと)に、生徒役 (せいとやく)の面接官 (めんせつかん)を相手 (あいて)に模擬 (もぎ)授業 (じゅぎょう)を実施 (じっし)。模擬 (もぎ)授業 (じゅぎょう)終了後 (しゅうりょうご)に、授業 (じゅぎょう)内容 (ないよう)等 (とう)に関 (かん)する質疑 (しつぎ)を実施 (じっし)する。


〔主 (おも)な評価 (ひょうか)の観点 (かんてん)〕 (］)
　　　　・生徒 (せいと)の意欲 (いよく)を高め (たか　　)、関心 (かんしん)を引き付けられる (ひ　つ　　　　)か。
・生徒 (せいと)に対して (たい　　　　)適切 (てきせつ)な言葉 (ことば)で理解 (りかい)させようとしているか。
・教員 (きょういん)として必要 (ひつよう)な教科 (きょうか)（科目 (かもく)）の専門的 (せんもんてき)な知識 (ちしき)を備 (そな)えているか。
・英語 (えいご)エキスパート教員 (きょういん)としてふさわしい英語力 (えいごりょく)、指導力 (しどうりょく)を備 (そな)えているか。
　　　　
８　出願 (しゅつがん)方法 (ほうほう)
電子 (でんし)申請 (しんせい)（インターネット）でのみ受 (う)け付 (つ)けます。郵送 (ゆうそう)及び (およ　　)持参 (じさん)による受付 (うけつけ)は行 (おこな)いません。
	出願 (しゅつがん)期間 (きかん)
	２０２６年 (ねん)　３月 (がつ)　６日 (にち)（金 (きん)）午 (ご)前 (ぜん)１０時 (じ)００分 (ふん)から
２０２６年 (ねん)　５月 (がつ)１５日 (にち)（金 (きん)）午後 (ごご)６時 (じ)００分 (ふん)まで
出願 (しゅつがん)期間 (きかん)終了 (しゅうりょう)間際 (まぎわ)はアクセスが集中 (しゅうちゅう)し、手続き (てつづ　)を完了 (かんりょう)できない恐れ (おそ　　)がありますので、余裕 (よゆう)を持って (も　　)手続 (てつづ)きしてください。出願 (しゅつがん)期間内 (きかんない)に申し込み (もう　　　こ　　　)手続き (てつづ　　)を完了 (かんりょう)しなかった場合 (ばあい)、いかなる理由 (りゆう)があっても受付 (うけつけ)しません。


	出願 (しゅつがん)方法 (ほうほう)
	大阪府 (おおさかふ)英語 (えいご)エキスパート教員 (きょういん)採用 (さいよう)選 (せん)考 (こう)のホームページから申込 (もうしこ)み
https://www.pref.osaka.lg.jp/o180110/kyoshokuin/nativeteacher/index.html

	申込 (もうしこみ)の
流 (なが)れ
	①大阪府 (おおさかふ)行政 (ぎょうせい)オンラインシステムの利用者 (りようしゃ)登録 (とうろく)　(メールアドレス等 (とう)の登録 (とうろく))
登録 (とうろく)したメールアドレスに、受験 (じゅけん)に関する (かん　　　　)重要 (じゅうよう)な通知 (つうち)等 (とう)をメールで送信 (そうしん)します。




②利用者 (りようしゃ)ＩＤ・パスワードを設定 (せってい)し、ログイン
利用者 (りようしゃ)ＩＤ・パスワードは再発 (さいはっ)行 (こう)できません。出願 (しゅつがん)時 (じ)や受験票 (じゅけんひょう)を入手 (にゅうしゅ)する際 (さい)に必要 (ひつよう)となりますので、必ず (かなら　　　)確認 (かくにん)し、保管 (ほかん)しておいてください。






③申込 (もうしこみ)内容 (ないよう)の入力 (にゅうりょく)
申込 (もうしこみ)内容 (ないよう)は画面 (がめん)を印刷 (いんさつ)するなど、出願後 (しゅつがんご)に確認 (かくにん)できるようにしておいてください。





④受験 (じゅけん)申込み (もうしこ　　)完了 (かんりょう)
受験 (じゅけん)申込み (もうしこ　　)完了 (かんりょう)時 (じ)には「申込み (もうしこ　　)が完了 (かんりょう)しました。」と画面 (がめん)表示 (ひょうじ)されるとともに、①で登録 (とうろく)したメールアドレスに「申込み (もうしこ　　)内容 (ないよう)到達 (とうたつ)のお知らせ (　し　　)」のメールが送信 (そうしん)されます。







※　利用者 (りようしゃ)ＩＤ・パスワードは、受験票 (じゅけんひょう)・選考 (せんこう)結果 (けっか)を受 (う)けとる際 (さい)にも必要 (ひつよう)です。必ず (かなら　　　)保管 (ほかん)しておいてください。
※　英語 (えいご)教授法 (きょうじゅほう)に関 (かん)する資格 (しかく)に関 (かん)する加点 (かてん)には、資格 (しかく)を証 (しょう)する書 (しょ)の写 (うつ)しの提出 (ていしゅつ)が必要 (ひつよう)です。ただし、出願期間 (しゅつがんきかん)までに取得 (しゅとく)したものに限 (かぎ)ります。詳 (くわ)しくは、Ｐ.６の「６　受験 (じゅけん)資格 (しかく)にかかる書類 (しょるい)の提出 (ていしゅつ)について」をご覧 (らん)ください。

９　受験票 (じゅけんひょう)の交付 (こうふ)
（１）受験票 (じゅけんひょう)（PDF形式 (けいしき)のファイル）については、行政 (ぎょうせい)オンラインシステムを通 (つう)じて交 (こう)付 (ふ)します。　　　受験票 (じゅけんひょう)交付 (こうふ)期間 (きかん)（予定 (よてい)）
　　　　【１次 (じ)選考 (せんこう)】　２０２６年 (ねん)５月 (がつ)２５日 (にち)（月 (げつ)）から同年 (どうねん)５月 (がつ)２９日 (にち)（金 (きん)）
　　　　【２次 (じ)選考 (せんこう)】　２０２６年 (ねん)６月 (がつ)２９日 (にち)（月 (げつ)）から同年 (どうねん)７月 (がつ)　３日 (にち)（金 (きん)）
〔注意 (ちゅうい)事項 (じこう)〕
・上記 (じょうき)期間 (きかん)に届かない (とど　　　　　　)場合や受験票 (じゅけんひょう)がダウンロードできない場合 (ばあい)は、１次 (じ)試験 (しけん)については、２０２６年 (ねん)６月 (がつ)４日 (にち)（木 (もく)）午後 (ごご)６時 (じ)００分 (ふん)までに、２次 (じ)試験 (しけん)については、２０２６年 (ねん)７月 (がつ)１６日 (にち)（木 (もく)）午後 (ごご)６時 (じ)００分 (ふん)までに、出願先 (しゅつがんさき)までご連絡 (れんらく)ください（連絡先 (れんらくさき)：Ｐ.１２参照 (さんしょう)）。
・メールの受信 (じゅしん)を制限 (せいげん)している場合 (ばあい)は、「@gbox.pref.osaka.lg.jp」及 (およ)び「@sbox.pref.osaka.lg.jp」からのメールを受信 (じゅしん)できるようにしてください。
　出願者 (しゅつがんしゃ)個人 (こじん)の受信 (じゅしん)設定 (せってい)によりメールが届 (とど)かない場合 (ばあい)については対応 (たいおう)できません。
・出願後 (しゅつがんご)に住所 (じゅうしょ)、氏名 (しめい)、メールアドレスに変更 (へんこう)があった場合 (ばあい)は、速 (すみ)やかに連絡 (れんらく)してください。

（２）受験票 (じゅけんひょう)が交 (こう)付 (ふ)されたら、必 (かなら)ず内容 (ないよう)を確認 (かくにん)のうえ、届 (とど)いた受験票 (じゅけんひょう)を印刷 (いんさつ)し、指定欄 (していらん)に自署 (じしょ)のうえ、各 (かく)テスト当日 (とうじつ)に持参 (じさん)してください。
〔注意 (ちゅうい)事項 (じこう)〕
・選考 (せんこう)の日時 (にちじ)・集合 (しゅうごう)時刻 (じこく)・選考 (せんこう)会場 (かいじょう)などの詳細 (しょうさい)は、受験票 (じゅけんひょう)で通知 (つうち)します。出願 (しゅつがん)状況 (じょうきょう)などにより日時 (にちじ)を変更 (へんこう)することがありますので、必ず (かなら　　)受験票 (じゅけんひょう)の内容 (ないよう)を確認 (かくにん)してください。また、いかなる理由 (りゆう)があっても、日時 (にちじ)・集合 (しゅうごう)時刻 (じこく)・選考 (せんこう)会場 (かいじょう)の変更 (へんこう)は認 (みと)めません。
・プリンターをお持 (も)ちでない方 (かた)は、コンビニエンスストアのプリントサービス等 (とう)を利用 (りよう)するなど、各自 (かくじ)で印刷 (いんさつ)してください。

１０　選考 (せんこう)日時 (にちじ)・選考 (せんこう)会場 (かいじょう)
※　選考 (せんこう)会場 (かいじょう)・集合 (しゅうごう)時刻 (じこく)・携行 (けいこう)品 (ひん)などの詳細 (しょうさい)は、受験票 (じゅけんひょう)で通知 (つうち)します。
※　選考 (せんこう)会場 (かいじょう)までの交通費 (こうつうひ)は自己 (じこ)負担 (ふたん)です。	
	選考 (せんこう)日 (び)
	【１次 (じ)選考 (せんこう)】　２０２６年 (ねん)　６月 (がつ)　６日 (にち)（土 (ど)）
【２次 (じ)選考 (せんこう)】　２０２６年 (ねん)　７月 (がつ)１８日 (にち)（土 (ど)）
２０２６年 (ねん)　７月 (がつ)１９日 (にち)（日 (にち)）
※２次 (じ)選 (せん)考 (こう)は、上記 (じょうき)日程 (にってい)のいずれか１日 (にち)を指定 (してい)します。
※出願者 (しゅつがんしゃ)多数 (たすう)の場合 (ばあい)や、自然 (しぜん)災害 (さいがい)等 (とう)により上記 (じょうき)日程 (にってい)での実施 (じっし)が困 (こん)難 (なん)である場合 (ばあい)には、他 (ほか)に選考 (せんこう)日 (び)を設 (もう)けることがあります。

	選考 (せんこう)会場 (かいじょう)
	大 (おお)阪 (さか)府 (ふ)庁 (ちょう)咲 (さき)洲 (しま)庁舎 (ちょうしゃ)



１１　選考 (せんこう)結果 (けっか)の発表 (はっぴょう)
　　＜１次 (　　じ)選考 (せんこう)＞

	発表 (はっぴょう)日 (び)
	２０２６年 (ねん)　６月 (がつ)２９日 (にち)（月 (げつ)）（予定 (よてい)）

	発表 (はっぴょう)方法 (ほうほう)
	〔本人 (ほんにん)通知 (つうち)〕
本 (ほん)人 (にん)あてに行政 (ぎょうせい)オンラインシステムにて通知 (つうち)します。
〔インターネット〕
　合格者 (ごうかくしゃ)の受験 (じゅけん)番号 (ばんごう)を下記 (かき)ホームページに午前 (ごぜん)１０時 (　　じ)に掲示 (けいじ)します。
https://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuin/nativeteacher/index.html


　　
＜２次 (じ)選考 (せんこう)（最終 (さいしゅう)結果 (けっか)）＞
	発表 (はっぴょう)日 (び)
	２０２６年 (ねん)　８月 (がつ)　６日 (にち)（木 (もく)）（予定 (よてい)）

	発表 (はっぴょう)方法 (ほうほう)
	〔本人 (ほんにん)通知 (つうち)〕
本 (ほん)人 (にん)あてに行政 (ぎょうせい)オンラインシステムにて通知 (つうち)します。
〔インターネット〕
　合格者 (ごうかくしゃ)の受験 (じゅけん)番号 (ばんごう)を下記 (かき)ホームページに午前 (ごぜん)１０時 (　　じ)に掲示 (けいじ)します。
https://www.pref.osaka.lg.jp/kyoshokuin/nativeteacher/index.html



１２　特別 (とくべつ)免許状 (めんきょじょう)の取得 (しゅとく)に係る (かか　　)手続き (てつづ　　)等 (とう)
（１）特別 (とくべつ)免許状 (めんきょじょう)について
特別 (とくべつ)免許状 (めんきょじょう)は、教員 (きょういん)免許状 (めんきょじょう)を有 (ゆう)していない方 (かた)であっても、担当 (たんとう)する教科 (きょうか)に関 (かん)する専門的 (せんもんてき)な知識 (ちしき)経験 (けいけん)又 (また)は技能 (ぎのう)を有 (ゆう)すると認 (みと)められた場合 (ばあい)に授 (じゅ)与 (よ)される免許状 (めんきょじょう)です。
一般的 (いっぱんてき)な免許状 (めんきょじょう)（以下 (いか)「普通 (ふつう)免許状 (めんきょじょう)」）がすべての都道府県 (とどうふけん)で効力 (こうりょく)を有 (ゆう)するのに対 (たい)して、特別 (とくべつ)免許状 (めんきょじょう)は発行 (はっこう)された都道府県 (とどうふけん)でのみ効力 (こうりょく)を有 (ゆう)しますが、教科 (きょうか)指導 (しどう)等 (とう)ができる範囲 (はんい)は普通 (ふつう)免許状 (めんきょじょう)と変 (か)わりがありません。

（２）特別 (とくべつ)免許状 (めんきょじょう)の取得 (しゅとく)に係 (かか)る手続 (てつづ)きについて
特別 (とくべつ)免許状 (めんきょじょう)の取得 (しゅとく)については、「英語 (えいご)エキスパート教員 (きょういん)採用 (さいよう)選考 (せんこう)」の合格 (ごうかく)決定後 (けっていご)、採用 (さいよう)選考 (せんこう)の内容 (ないよう)を踏 (ふ)まえて、教育 (きょういく)職員 (しょくいん)免許法 (めんきょほう)の規定 (きてい)に従 (したが)い「高等 (こうとう)学校 (がっこう)　外国語 (がいこくご)（英語 (えいご)）」及 (およ)び、「中学校 (ちゅうがっこう)　外国語 (がいこくご)（英語 (えいご)）」の申請 (しんせい)手続 (てつづ)きを行 (おこな)います。手続 (てつづ)きの詳細 (しょうさい)については、別途 (べっと)、採用 (さいよう)選考 (せんこう)の合格者 (ごうかくしゃ)にお知 (し)らせします。

	【参考 (さんこう)】
教育 (きょういく)職員 (しょくいん)免許法 (めんきょほう)
第 (だい)５条 (じょう)　（略 (りゃく)）
２　特別 (とくべつ)免許状 (めんきょじょう)は、教育 (きょういく)職員 (しょくいん)検定 (けんてい)に合格 (ごうかく)した者 (もの)に授与 (じゅよ)する。　（略 (りゃく)）
３　前項 (ぜんこう)の教育 (きょういく)職員 (しょくいん)検定 (けんてい)は、次 (つぎ)の各号 (かくごう)のいずれにも該当 (がいとう)する者 (もの)について、教育 (きょういく)職員 (しょくいん)に任命 (にんめい)し、又 (また)は雇用 (こよう)しようとする者 (もの)が、学校 (がっこう)教育 (きょういく)の効果的 (こうかてき)な実施 (じっし)に特 (とく)に必要 (ひつよう)があると認 (みと)める場合 (ばあい)において行 (おこな)う推薦 (すいせん)に基 (もと)づいて行 (おこな)うものとする。
一　担当 (たんとう)する教科 (きょうか)に関 (かん)する専門的 (せんもんてき)な知識 (ちしき)経験 (けいけん)又 (また)は技能 (ぎのう)を有 (ゆう)する者 (もの)
二　社会的 (しゃかいてき)信望 (しんぼう)があり、かつ、教員 (きょういん)の職務 (しょくむ)を行 (おこな)うのに必要 (ひつよう)な熱意 (ねつい)と識 (しき)見 (けん)を持 (も)つている者 (もの)






１３　採用 (さいよう)までの手続 (てつづ)き
英語 (えいご)エキスパート教員 (きょういん)採用 (さいよう)選考 (せんこう)合格後 (ごうかくご)（高等 (こうとう)学校 (がっこう)（英語 (えいご)）、及 (およ)び中学校 (ちゅうがっこう)（英語 (えいご)）の教諭 (きょうゆ)免許状 (めんきょじょう)を所有 (しょゆう)されていない方 (かた)は、特別 (とくべつ)免許状 (めんきょじょう)の取得 (しゅとく)手続き (てつづ　)後 (ご)）、採用 (さいよう)手 (て)続 (つづ)きに必要 (ひつよう)となる書類 (しょるい)を指定 (してい)する期日 (きじつ)までに提出 (ていしゅつ)していただきます。
また、説明会 (せつめいかい)や資料 (しりょう)送付 (そうふ)による自主 (じしゅ)研修 (けんしゅう)を予定 (よてい)しているほか、採用前 (さいようまえ)に指定 (してい)診療所 (しんりょうじょ)で健康 (けんこう)診断 (しんだん)を受診 (じゅしん)していただきます。（詳細 (しょうさい)については、別途 (べっと)、合格者 (ごうかくしゃ)に対 (たい)してお知 (し)らせします。）

１４　採用 (さいよう)
○　原則 (げんそく)、２０２７年 (ねん)４月 (がつ)１日 (にち)に採用 (さいよう)を決定 (けってい)します。
○　日本 (にほん)国籍 (こくせき)を有する (ゆう　　　)方 (かた)は教諭 (きょうゆ)に、日本 (にほん)国籍 (こくせき)を有 (ゆう)しない方 (かた)は任用 (にんよう)の期限 (きげん)を付 (ふ)さない常勤 (じょうきん)講師 (こうし)に任用 (にんよう)し、その職名 (しょくめい)は教諭 (きょうゆ)（指導 (しどう)専任 (せんにん)）とします。ただし、日本 (にほん)国籍 (こくせき)を有 (ゆう)しない方 (かた)については、採用 (さいよう)時 (じ)に従事 (じゅうじ)可能 (かのう)な在留 (ざいりゅう)資格 (しかく)がない場合 (ばあい)は採用 (さいよう)しません。なお、在留 (ざいりゅう)資格 (しかく)等 (とう)の取得 (しゅとく)については、ご自身 (　　じしん)での手続き (てつづ　　)が必要 (ひつよう)となります。
○　職員 (しょくいん)の定年 (ていねん)等 (とう)に関する (かん　　　)条例 (じょうれい)に基づく (もと　　　)定年 (ていねん)退職 (たいしょく)日 (び)のほか、任期 (にんき)の定 (さだ)めはありません。
○　受験 (じゅけん)資格 (しかく)要件 (ようけん)を満たして (み　　　)いない場合 (ばあい)や、採用 (さいよう)するに相応しく (ふさわ　　　)ない非違 (ひい)行為 (こうい)が判明 (はんめい)した場合 (ばあい)あるいは、出願 (しゅつがん)内容 (ないよう)等 (など)に虚偽 (きょぎ)の記入 (きにゅう)があった場合 (ばあい)には、合格 (ごうかく)の取消 (とりけ)し又 (また)は、受験 (じゅけん)を無効 (むこう)とすることがあります。なお、事実 (じじつ)確認 (かくにん)の必要 (ひつよう)が生じた (しょう　　　)場合 (ばあい)には、本人 (ほんにん)等 (とう)に照会 (しょうかい)します。
○　採用後 (さいようご)は、府立 (ふりつ)学校 (がっこう)に配属 (はいぞく)し、グローバル化 (か)に対応 (たいおう)するための４技能 (ぎのう)に特化 (とっか)した英語 (えいご)教育 (きょういく)に取 (と)り組 (く)んでいただきます。
○　採用 (さいよう)手続き (てつづ　)及び (およ　　)採用後 (さいようご)の諸手続 (しょてつづ)き（宣誓 (せんせい)、任命 (にんめい)、研修 (けんしゅう)等 (など)）並 (なら)びに、配属後 (はいぞくご)の学校 (がっこう)での職員 (しょくいん)会議 (かいぎ)や評価 (ひょうか)面談 (めんだん)等 (など)の学校 (がっこう)運営 (うんえい)業務 (ぎょうむ)は、すべて日本語 (にほんご)で行 (おこな)います。

１５　給与 (きゅうよ)及び (およ　　)勤務 (きんむ)条件 (じょうけん)
○　一般 (いっぱん)教員 (きょういん)と同じ (おな　　)給与 (きゅうよ)及び (およ　　)勤務 (きんむ)条件 (じょうけん)となります。
○　地方 (ちほう)公務員 (こうむいん)の採用 (さいよう)は、臨時的 (りんじてき)任用 (にんよう)又 (また)は非常勤 (ひじょうきん)職員 (しょくいん)の任用 (にんよう)の場合 (ばあい)を除き (のぞ　　)、すべて条件付 (じょうけんつき)の採用 (さいよう)となります。採用 (さいよう)から１年間 (　　　ねんかん)は条件 (じょうけん)付 (つき)採用 (さいよう)であり、その間 (かん)にその職務 (しょくむ)を良好 (りょうこう)な成績 (せいせき)で遂行 (すいこう)したときに正式 (せいしき)採用 (さいよう)となります（地方 (ちほう)公務員法 (こうむいんほう)第 (だい)２２条 (じょう)及 (およ)び教育 (きょういく)公務員 (こうむいん)特例法 (とくれいほう)第 (だい)１２条 (じょう)第 (だい)１項 (こう)）。
○　初任給 (しょにんきゅう)は、２０２６年 (ねん)４月 (がつ)１日 (にち)採用者 (さいようしゃ)で、大学卒 (だいがくそつ)業者 (ぎょうしゃ)が月額 (げつがく)約 (やく)３１７，０００円 (えん)、修士 (しゅうし)課程 (かてい)修了者 (しゅうりょうしゃ)が月額 (げつがく)約 (やく)３２９，０００円 (えん)です。これらの月額 (げつがく)は、給料 (きゅうりょう)月額 (げつがく)+教職 (きょうしょく)調整 (ちょうせい)額 (がく)（給料 (きゅうりょう)月額 (げつがく)の５％）＋地域 (ちいき)手当 (てあて)（給料 (きゅうりょう)月額 (げつがく)に教職 (きょうしょく)調整 (ちょうせい)額 (がく)を加算 (かさん)した額 (がく)の１２.８％）＋義務 (ぎむ)教育 (きょういく)等 (とう)教員 (きょういん)特別 (とくべつ)手当 (てあて)の合計 (ごうけい)額 (がく)です。上記 (じょうき)金額 (きんがく)には、教職 (きょうしょく)調整 (ちょうせい)額 (がく)・地域 (ちいき)手当 (てあて)・義務 (ぎむ)教育 (きょういく)等 (とう)教員 (きょういん)特別 (とくべつ)手当 (てあて)が含 (ふく)まれています。なお、これらの月額 (げつがく)は、人事 (じんじ)委員会 (いいんかい)勧告 (かんこく)などを踏 (ふ)まえて変更 (へんこう)される場合 (ばあい)があります。
また、経歴 (けいれき)、その他 (　　た)に応じて (おう　　　)一定 (いってい)の基準 (きじゅん)により加算 (かさん)されます。このほか、扶養 (ふよう)手当 (てあて)、住居 (じゅうきょ)手当 (てあて)、通勤 (つうきん)手当 (てあて)、期末 (きまつ)手当 (てあて)・勤勉 (きんべん)手当 (てあて)等 (とう)の諸手当 (しょてあて)が、条件 (じょうけん)に応 (おう)じて支給 (しきゅう)されます。
なお、６０歳 (さい)に達 (たっ)した日 (ひ)以降 (いこう)の採用者 (さいようしゃ)は、これらの合計 (ごうけい)額 (がく)の７割 (わり)水準 (すいじゅん)となります。
○　勤務 (きんむ)時間 (じかん)は、午前 (ごぜん)８時 (じ)３０分 (ふん)から午後 (ごご)５時 (じ)００分 (ふん)まで（高等 (こうとう)学校 (がっこう)の定時制課程 (ていじせいかてい)（夜間 (やかん)）は、午後 (ごご)１時 (じ)１５分 (ぷん)から午後 (ごご)９時 (じ)４５分 (ふん)まで）です。ただし、学 (がっ)校 (こう)によって若干 (じゃっかん)異なる (こと　　　)場合 (ばあい)があります。
参考 (さんこう)：２０２６年度 (ねんど)　英語 (えいご)エキスパート教員 (きょういん)採用 (さいよう)選考 (せんこう)

	
	応募者数 (おうぼしゃすう)
	１次 (じ)試験 (しけん)合格者数 (ごうかくしゃすう)
	最終 (さいしゅう)合格者数 (ごうかくしゃすう)
	倍率 (ばいりつ)

	結果 (けっか)
	３５
	１４
	４
	８．８



【出願先 (しゅつがんさき)・問合 (といあわ)せ先 (さき)】
〒540-8571（府庁 (ふちょう)専用 (せんよう)郵便 (ゆうびん)番号 (ばんごう)のため住所 (じゅうしょ)記入 (きにゅう)不要 (ふよう)）
大阪府 (おおさかふ)教育庁 (きょういくちょう)　教職員室 (きょうしょくいんしつ)　教職員 (きょうしょくいん)人事課 (じんじか)　府立 (ふりつ)学校 (がっこう)人事 (じんじ)グループ
電話 (でんわ)　０６－６９４１－０３５１（代表 (だいひょう)）　内線 (ないせん)：６８９３
　　MAIL　kyoshokuin-g08@sbox.pref.osaka.lg.jp
※問合 (といあわ)せは原則 (げんそく)メールでお願 (ねが)いいたします。
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